
議案第１２号

旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。

令和８年２月２０日 提出

旭市長 米 本 弥 一 郎



２

旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

旭市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年旭市条例第３４号）

の一部を次のように改正する。

第１２条第２項中「１００分の２」を「１００分の４」に改める。

第１４条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次

に掲げる額」を「別表第２に掲げる片道の使用距離の区分に応じた額」

に改め、同号アからウまでを削る。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第１４条関係)

自転車等使用者に係る通勤手当の月額表

職員の区分

片道の使用距離

自転車等使用者

２km 以上４km 未満 円

２，０００

４km 以上６km 未満 ４，２４０

６km 以上８km 未満 ５，２７０

８km 以上１０km 未満 ６，３００

１０km 以上１２km 未満 ７，３４０

１２km 以上１４km 未満 ８，６５０

１４km 以上１６km 未満 ９，９８０

１６km 以上１８km 未満 １１，３１０

１８km 以上２０km 未満 １２，６４０

２０km 以上２２km 未満 １３，９６０

２２km 以上２４km 未満 １５，２４０

２４km 以上２６km 未満 １６，５１０

２６km 以上２８km 未満 １７，７８０

２８km 以上３０km 未満 １９，０５０

３０km 以上３２km 未満 ２０，３２０

３２km 以上３４km 未満 ２１，５２０

３４km 以上３６km 未満 ２２，７２０



３

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

３６km 以上３８km 未満 ２３，９１０

３８km 以上４０km 未満 ２５，１００

４０km 以上４２km 未満 ２６，２９０

４２km 以上４４km 未満 ２７，４８０

４４km 以上４６km 未満 ２８，６７０

４６km 以上４８km 未満 ２９，８６０

４８km 以上５０km 未満 ３１，０５０

５０km 以上５２km 未満 ３２，２３０

５２km 以上５４km 未満 ３３，５４０

５４km 以上５６km 未満 ３４，８５０

５６km 以上５８km 未満 ３６，１６０

５８km 以上６０km 未満 ３７，４６０

６０km 以上６２km 未満 ３８，７６０

６２km 以上６４km 未満 ４０，５３０

６４km 以上６６km 未満 ４２，３００

６６km 以上６８km 未満 ４４，０７０

６８km 以上７０km 未満 ４５，８４０

７０km 以上 ４７，６１０
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